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令和８年度特定駐留軍用地等内土地取得広報業務に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、「令和８年度特定駐留軍用地等内土地取得広報業務」の委託先を公募型プロポー

ザル方式により選定するために必要な事項について定めるものです。 

 

２ 応募資格 

次に挙げる要件をすべて満たすものであること。 

(1)沖縄県内に本店又は支店がある法人であること。 

(2)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

※地方自治法施行令第167条の４第1項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれ

かに該当するものを参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十  

二条第一項各号に掲げる者 

(3)沖縄県暴力団排除条例（平成 23年条例第 35号）第６条に基づき、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条の規定に該当しないこと。 

(4)指名停止を受けている者、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申

立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていな

い者ではないこと。 

(5)令和３年度以降から公告日までに完了した業務（再委託による業務実績は含まない）におい

て、国・地方公共団体等の広報・イベント運営業務を複数回受託した実績を有する者。 

 ※国・地方公共団体等（例）：独立行政法人・地方独立行政法人、国立大学法人・公立大

学法人、公益財団法人・一般財団法人 

(6)今回の委託業務を実施するために、正・副計２人以上の担当者を配置することができる者。 

(7)応募は共同企業体でも可とするが、この場合は代表企業が応募を行う。 

共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行う。 

イ 共同企業体を構成する全ての構成員が(1)～(4)の要件を満たすものであること。 

ウ 共同企業体を構成するどちらかの事業者が(5)の要件を満たすものであること。 

エ 共同企業体を構成する事業者全体で(6)の要件を満たす者であること。 
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３ 委託業務の内容 

(1)委託業務名 

令和８年度特定駐留軍用地等内土地取得広報業務 

(2)業務の概要 

企画提案仕様書のとおり 

(3)委託期間 

契約締結の翌日から令和９年２月 26日まで 

 

４ 企画提案書等の提出 

(1)提出物 

ア 応募申請書（様式１） 

イ 参加資格誓約書（様式２） 

ウ 共同企業体資格申請書（様式３） ※共同企業体の場合 

エ 共同企業体協定書 ※共同企業体の場合 

オ 企画提案書（様式６） 

企画提案書の提出に当たっては、送付書（様式５）を１部添付すること。 

企画提案書は全体で 12頁以内（表紙・目次は除く）とし、９部提出する。 

(ｱ) 様式 

Ａ４版縦を基本とし必要に応じてＡ４版横を可とする。 

(ｲ)記載事項 

企画提案書には、別添「企画提案仕様書」の「５ 業務内容」及び「企画提案書 評価基

準（概要）」を踏まえ、以下の項目について具体的に記載すること。 

①業務のフロー、業務行程表 

②執行体制 

③地権者向け説明会及び個別相談会（普天間飛行場）の開催及び周知 

④ポスター（普天間飛行場を含む４地区）のデザイン、印刷及び配布等 

⑤広報用の映像データ（普天間飛行場）の製作 

⑥地権者説明用の地図（普天間飛行場）の製作 

⑦その他、効果的と考えられる業務の提案 

⑧業務完了報告書の作成（実施業務の総括と課題整理） 

カ 応募説明書 

・応募説明書は企画提案書（様式６）とは別綴りとし、９部提出する。 

なお、記載事項は以下のとおり 

・会社概要（設立年月日、資本金、年商（過去 5年間）、業務内容、組織図） 

・職員の状況（職員の人数・資格等） 

・過去 5年間の類似業務の実績と内容 
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・今回業務の執行体制（役割、担当者名、所属、実務経験年数、保有資格） 

・費用内訳書（各経費は税抜き価格とし、別途消費税を併記し提出すること。 

 ただし、令和８年度契約上限額は消費税込みで 12,365,000円とする。） 

注：この事業を実施するにあたっての一切の費用（追加提案事項を含む）を積算すること。 

(2)提出期限 

ア 質疑書（様式４） 

令和８年５月 26日（火）16:00（持参、郵送、ＦＡＸまたは e-mail） 

※回答は沖縄県ホームページにおいて随時掲載予定 

イ 応募申請書（様式１）、参加資格誓約書（様式２） 

【共同企業体の場合】共同企業体資格申請書（様式３）、共同企業体協定書 

令和８年５月 29日（金）16:00（持参、郵送、ＦＡＸまたは e-mail） 

ウ 送付書（様式５）、企画提案書（様式６）及び応募説明書 

令和８年６月３日（水）12:00（持参または郵送）※９部提出 

(3)提出先及び問い合わせ先 

 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 跡地利用推進班 担当：上原
うえはら

、十時
と と き

 

電話：098-866-2040 FAX：098-866-2559 

E-mail：aa015008@pref.okinawa.lg.jp 

※FAX 又は E-mailの送付後は、速やかに担当まで電話連絡し、受信確認を行うこと。 

 

５ 企画提案書の選定方法等 

 (1)一次審査（※令和８年６月５日（金）結果通知予定） 

 沖縄県企画部県土・跡地利用対策課で一次審査を行い、上位３者程度を選定する。 

ただし、応募申請者が３者以下の場合の第一次審査は、資格審査のみとし、適格者全てを二

次審査の対象とする。なお、応募申請者（適格者）が１者の場合においても、その１者で二次

審査を実施する。 

選定された事業者に対しては、県土・跡地利用対策課から結果及び二次審査実施日時を通知

し、選定されなかった事業者に対しては、結果のみを通知する。なお、結果等通知は電子メー

ルで行う。 

(2)二次審査（※令和８年６月 11日（木）午後 実施予定） 

二次審査は、提出された企画提案書について､「令和８年度特定駐留軍用地等内土地取得

広報業務企画提案書選定委員会」を設置し、最も優れた企画提案書を選定する。審査にあた

っては、プレゼンテーションを実施することとし、応募者に対してあらかじめ開催日時等を

通知する。なお、審査項目及び点数配分については、別添の「企画提案書評価基準（概要）」

を参照すること。 

審査結果については､県土・跡地利用対策課から応募者に対して通知する。結果等通知は電
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子メールで行う。 

 

６ 委託契約 

最も優れた企画提案書を提案した者を第一位入選者とする。沖縄県は、原則として､第一位入

選者と委託内容について協議を行い､委託契約を行う｡ただし、沖縄県と第一位入選者との間で､

委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合は､次順位以降の者を繰り上げて､その者と

契約するものとする。 

 

７ その他 

(1)書類提出にあたって使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

(2)提出された企画提案書等について、後日、沖縄県から疑義照会を行う場合がある。 

(3)提出書類の作成・提出等応募のために要する費用は、応募者の負担とし、提出書類は返却し

ない。 

(4)提出された企画提案書等については公表しない。 

(5)審査内容及び審査経過については公表しない。 

 


